
　　平成２６年６月５日（木）午後２時　玉名市福祉センター　 Ｂ会議室
　に招集した。

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番  東　  令佐 ２番　取本　一則 ３番　清田　順次 ４番　西川　英文

５番　井上　清晴 ６番　鶴田　克士 ７番　永田　知博 ８番　永田　達三

９番　荒木ひろ子 10番　坂本　誠二 11番　竹下　宏介 12番　坂西　孝之

13番　本田多美子 14番　森川　正志 15番　丸山　近信 16番  田辺　信之

17番　鍬本　勝利 18番　荒木まつ子 19番　大野　金生 20番　福田　友明

22番　小路　修三 23番  德井　勝美 24番　田上　  均 25番　杉本　征子

26番　小島　昌文 27番　植田　勇一 28番　植田　英男 29番　三川　  了

31番　米野　旨雄 32番　松本　哲海 33番　生田三之利 34番  堀田　昌子

35番　谷川　文武 36番  岩永　幹生 37番　池本　信秋 38番　小田　　募

21番  田上   一 30番  田上  輝行

１．傍聴者数は、次のとおりである。

   ０ 名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　宮田　辰也 次長　二階堂　正一郎

係長　上村　健也 参事　西山　美和 主査　田川　由香 主任　中根　剛

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

   １名

議　題

第３７号 農地の所有権移転許可申請について（３条許可分）

第３８号 農地の賃借権設定許可申請について（３条許可分）

第３９号 農地の使用貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第４０号 事業計画変更承認申請について（５条許可後）

第４１号 農地の転用許可申請について（４条許可分）

第４２号 農地の転用許可申請について（５条許可分）

第４３号 農用地利用集積計画の決定について

１．本日の欠席委員は、次のとおりである。

平成２６年第７回玉名市農業委員会総会議事録



報　告

第１４号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第１５号 農地の形状変更届について
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１．開 会 

○事務局長（宮田辰也君） お揃いになりましたので、開会したいと思います。 

現在の出席委員は、３８名中、岱明の田上一委員と横島の田上輝行委員が欠席

ということで、３６名の出席をいただいております。 

 玉名市農業委員会会議規則第６条の規定によりまして、会議は成立しております。 

ただいまから、平成２６年第７回の玉名市農業委員会総会を開催いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（宮田辰也君） まず、会長より挨拶をいただき、引き続き会議規則第４条

によりまして議長をお願いし、進行をいただきたいと思います。それでは会長、よ

ろしくお願いします。 

○会長（東 令佐君） 皆さん、こんにちは。お忙しい中に出席いただきまして、あり

がとうございます。それでは、早速ではありますが、議事に入りたいと思います。 

本日の議案は、議第３７号より議第４３号までの１７２件と、報告第１４号か

ら報告第１５号までの２０件が提案されています。慎重なる審議、よろしくお願い

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○会長（東 令佐君） 本日の議事録の署名委員は、本田委員と森川委員にお願いいた

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（東 令佐君） それでは、議事に入ります。 

 議第３７号、農地法第３条、農地の所有権移転許可申請についてを議題といたし

ます。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（宮田辰也君） 議第３７号、農地の所有権移転許可申請について。農地

法第３条第１項の規定による下記農地の所有権移転許可申請について許可するも

のとする。平成２６年６月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、天水町と大浜町の申請人で、申請物件、天水町野部田１５０、畑３０９

㎡、労働力不足と経営拡張による売買になります。 

 ２番、上小田外２名、山部田の申請人で、申請物件、上小田４０２－１、田６７

７㎡外２件、計１,８８１㎡、労働力不足と経営拡張による売買になります。 

 ３番、月田の申請人で、月田４７、田１,１８０㎡外１８筆で、１万９,４５８㎡、
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子どもへの贈与であります。 

 ４番、岱明町の申請人で、申請物件、岱明町浜田２３４、畑９０７㎡、労働力不

足と経営拡張による売買であります。 

 ５番、南関町と岱明町の申請人で、申請物件、岱明町鍋１７３８、畑４１㎡外１

筆、計３４０㎡、従弟への贈与であります。 

 次のページをお願いします。 

 ６番、岱明町の申請人で、岱明町下沖洲６７４－１、畑１４３㎡外１６筆、計８,

７２０㎡、子どもへの一括贈与であります。 

 ７番、福岡市と岱明町の申請人で、申請物件、岱明町上４９６－２、畑１３６㎡、

これはですね、送電線の鉄柱の老朽化による建て替えによる贈与であります。 

 ８番、横島町の申請人で、申請物件、横島町横島７８４８番、田２,３１０㎡、

労働力不足と経営拡張による売買であります。 

 ９番、天水町の申請人で、申請物件、天水町野部田７６２、畑８１５㎡、相手方

の要望と小作地の取得であります。 

 １０番、天水町の申請人で、天水町小天５３８９－４、畑１,０１７㎡外８筆、

計５,３４９㎡で、子どもへの贈与であります。 

 １１番、川島と青野の申請人で、申請物件、青野５９３－６、畑１７㎡、兄さん

への贈与であります。 

 以上１１件、合計の４万２４２㎡の御提案を申し上げます。農地法第３条第２項

の各号の禁止規定に照らし申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を利

用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などをみても問題がないこと、下

限面積要件も超えていることから、許可要件の全て満たしているものと判断して御

提案申し上げました。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いいたします。 

 なお、１１番については、申請人が農業委員本人となっておりますので、まず１

番から１０番までを審議いたします。１番、どうぞ。 

○３３番（生田三之利君） ３３番、生田です。１番の案件について説明いたします。 

 譲渡人は労働力不足、譲受人は規模拡張ということで、下限面積も満たしており、

許可相当と判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、２番、どうぞ。 

○１６番（田辺信之君） １６番の田辺です。譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張で、

下限面積も満たされていますので、許可相当と判断します。 

 それから、１１ページの８番の水路というとが１８番に出てきますので、これと
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関連します。よろしくお願いします。 

○議長（東 令佐君） 次、３番、どうぞ。 

○１７番（鍬本勝利君） １７番、鍬本です。３番の案件について説明します。 

 以前別居中だった息子さんが現在実家に帰られ、農業をするということで、父か

ら子への贈与をされるとのことで、何ら問題はないと思います。許可相当と判断し

ました。よろしくお願いします。 

○議長（東 令佐君） 次、４番、５番、委員さんが同じでございますので、続けてど

うぞ。 

○２２番（小路修三君） ２２番、小路です。４番は労力不足と経営拡張ということで

ございました。反当たり１００万円という高額な金額でございます。これは自分の

家のすぐにあってですね、先はまた屋敷にでもするかというようなところのあっと

です。 

 それから５番ですが、５番は従弟への贈与ということで、従弟のほうも精一杯田

んぼを作っておりまして、別に問題ないと思います。許可相当と思います。 

○議長（東 令佐君） 次、６番、７番を続けてどうぞ。 

○２３番（德井勝美君） ２３番、德井です。譲渡人と譲受人は親子関係で、下限面積

も満たされており、許可相当と思います。以上です 

○１９番（大野金生君） １９番、大野です。７番の案件を説明いたします。 

 九州電力のですね、高圧線の鉄塔が老朽化ということで、現在、４本建っていた

鉄塔を３本に建て替えるということで、４本を解体しまして、その一方の跡地が空

いたということでですね、従来の鉄塔の跡地がさら地になったために、そこの地主

に無償で贈与したということです。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、８番、どうぞ。 

○２６番（小島昌文君） ２６番、小島です。譲渡人は労力不足で、譲受人は経営拡張

です。下限面積も満たしており許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、９番、どうぞ。 

○３３番（生田三之利君） ３３番の生田です。９番の案件について説明いたします。 

 昨年まで小作地として耕作をしていたが、譲受人の規模拡張と譲渡人の高齢、相

手方の要望ということで、許可相当と判断いたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、１０番、どうぞ。 

○３５番（谷川文武君） ３５番、谷川です。御両人は親子でありまして、お父さんの

方も今、整形外科の治療中ということで、子への贈与ということで、何ら問題はな

いものと思われます。以上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 
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 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の所有権移転許可申請について、１番から１０番まで、原案

のとおり決定することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第３７号の１番から１０番までにつ

いて、許可することに決定しました。 

 引き続き、１１番の審議に移りますが、申請人が農業委員となっておりますので、

農業委員会法第２４条並びに玉名市農業委員会会議規則第１０条に基づき、議事参

与の制限がありますので、委員の退席をお願いいたします。 

― １１番 竹下宏介君 退室 ― 

 それでは、１１番の担当委員の説明をお願いいたします。 

○１３番（本田多美子君） １３番、本田です。これは兄への贈与ということで、許可

相当と判断いたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

御意見、御質問はありせんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） 異議がないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の所有権移転許可申請の１１番については、原案どおり決定

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第３７号の１１番については、

許可することに決定しました。 

― １１番 竹下宏介君 入室 ― 

 次に、議第３８号、農地の賃貸借権設定許可申請についてを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（宮田辰也君） 議第３８号、農地の賃貸借権設定許可申請について。農地

法第３条第１項の規定による下記農地の賃貸借権設定許可申請について許可するも

のとする。平成２６年６月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、滑石の申請人で、申請物件、滑石２３３－１、田５４５㎡外１筆、計１,

４２２㎡、労働力不足、経営拡張により、平成２６年６月５日より５年間の契約で

す。 

 ２番、天水町と熊本市の申請人で、申請物件、宮原６５－１、畑２,２６３㎡、
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労働力不足、経営拡張により、平成２６年６月５日より５年間の契約です。 

 ３番、熊本市の申請人で、申請物件、天水町小天６７７２、田１,６６９㎡、労

力不足と経営拡張により、平成２６年６月５日より５年間の契約です。 

 以上３件、合計５,３５４㎡を御提案申し上げます。農地法第３条第２項各号の

禁止規定に照らし、申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を利用する

こと、機械、労働力、技術、地域との関係などを見ても問題ないこと、下限面積要

件も超えていることから、許可要件を全て満たしているものと判断いたしましたの

で、御提案申し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より、順次担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○６番（鶴田克士君） ６番の鶴田です。１番の案件についてお答えいたします。 

 貸人は労働不足ということで、借人は規模拡大ということでございます。借人は

所有地及び小作農地を全て耕作しており、機械所有状況等も含めまして、下限面積

も満たされておりますので、許可相当と判断いたしました。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、２番、３番、委員さんが同じでございますので、続

けてどうぞ。 

○３５番（谷川文武君） ３５番、谷川です。２番と３番の件について御説明申し上げ

ます。 

 持ち主さんと借る人は姉弟でございまして、施設を運営しておられます。借りる

方は７１歳ですけれども、施設の方を使って農業をできるということで、２番の件

について御説明申し上げす。 

 ３番の件も叔母と甥の関係でありまして、同じ施設の皆さんが経営しておられる

役員さんでございます。これも同じ理由で、何ら問題はないものと思われます。以

上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はありませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請については、原案どおり決定するこ

とに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第３８号については、許可すること

に決定しました。 
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 次に、議第３９号、農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請についてを議

題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（宮田辰也君） ６ページをお願いします。議第３９号、農地の使用貸借権

設定許可申請について。農地法第３条第１項の規定による下記農地の使用貸借権設

定許可申請について許可するものとする。平成２６年６月５日提出、玉名市農業委

員会会長、東令佐。 

 １番、石貫の申請人で、申請物件、石貫９０９－１、畑８２７㎡外２件、計１,

３１２㎡、農業者年金受給のために、平成２６年６月５日より１０年間の契約であ

ります。 

 ２番、岱明町と長洲町の申請人で、申請物件、岱明町鍋３２８７－１、田６４３

㎡外３件、計２,７６１㎡、相手方の要望と経営拡張により、平成２６年６月５日

より１０年の契約であります。 

 ３番、岱明町と長洲町の申請人で、申請物件、岱明町浜田２４４－１、畑１,１

６６㎡外５件、計３,８５５㎡、相手方の要望と経営拡張により、平成２６年６月

５日より１０年間の契約であります。 

以上３件、合計７,９２８㎡を御提案申し上げます。農地法第３条第２項各号の

禁止規定に照らし、申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を利用する

こと、機械、労働力、技術、地域との関係などを見ても問題ないこと、下限面積要

件も超えていることから、許可要件の全て満たしているものと判断いたしたので、

ご提案申し上げました。どうぞ、審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より順次、担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○２番（取本一則君） ２番、取本でございます。使用貸人と借人は親子関係で、同居

でございます。農業者年金の再設定ということで、何ら問題なく、許可相当と判断

いたしました。 

○議長（東 令佐君） 次、２番と３番は委員さんが同じでございますので、続けてど

うぞ。 

○２３番（德井勝美君） ２３番、德井です。貸人は相手方の要望、借人は経営拡張す

るということで、下限面積も満たされており、許可相当と思います。 

 ３番について説明します。貸人は相手方の要望、借人は経営拡張ということで、

同じ人で、何ら問題はないと思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、担当委員の説明が終わりました。 
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 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので採決に移ります。農地法第３条、農地の使用

貸借権設定許可申請について、原案どおり決定することに異議のない方は挙手をお

願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい、異議がないものと認め、議第３９号については、許可す

ることに決定しました。 

 次に、議第４０号、農地法第５条、農地転用許可後の事業計画変更承認申請につ

いてを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（宮田辰也君） ７ページをお願いします。議第４０号、農地転用許可後の

事業計画変更承認申請について。農地法第５条第１項の規定により下記農地の事業

計画変更承認申請について意見決定するものとする。平成２６年６月５日提出、玉

名市農業委員会会長、東令佐。 

 申請物件、田崎８４０－１８、畑４９５㎡、事業用駐車場として許可を受けてお

りましたが、住宅を建てて、その一部を事務所にあてて利用することの変更であり

ます。 

 ２番、申請物件、岱明町高道２２２０－１、田４７５㎡、当初、倉庫及び駐車場

に転用をする予定でありましたけども、倉庫をほかの所に建てたためその必要がな

くなりました。継承者は、国道に接しており交通量も多く、弁当・惣菜製造販売の

出店の計画があるため、隣接の農地と一体として駐車場及び通路として利用する変

更であります。これは議第４２号、１２番、１３番、１４番と関連しております。 

 以上２件、合計９７０㎡であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○１３番（本田多美子君） はい、１３番、本田です。この申請人は、昨年１２月に第

５条の許可を受けて、盛土を造成してほぼ現在完了に近づいておりましたが、家族

で話し合って、市営住宅住まいのため、そこに自宅を建てて、その自宅の一部を事

務所にしようということで話し合われて、事業計画変更届を出されております。 

 住宅にする場合の給水方法は、給水は、別の市道に上水があるということで、そ

こに接続します。生活雑排水、汚水は、合併浄化槽を設置のうえ、浄化水を東側通

路に流します。雨水は、取水枡設置のうえ、東側水路に流すということです。近隣



－   － 8 

農地への日照とか通風、耕作への悪影響は考えられないものであり、許可相当と判

断いたしました。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、２番、どうぞ。 

○２３番（德井勝美君） ２３番、德井です。先ほど事務局のほうから説明がありまし

たけれども、転用の目的ということで、倉庫及び駐車場ということでしたけれども、

実際ほかの所に建てたために要らなくなったということです。内容は、野菜の製造

販売を作るという計画がありまして、隣接農地と一体で、駐車場及び道路として利

用するということです。 

 関連として、先ほど事務局からも説明がありましたように、１２番、１３番、１

４番と関連しています。そのときに説明いたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので採決に移ります。農地法第５条農地転用許可

後の事業計画変更承認申請について、原案どおり許可相当と意見決定することに異

議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい、異議がないものと認め、議第４０号については、許可相

当と意見決定することに決定しました。 

 次に、議第４１号、農地法第４条、農地の転用許可申請についてを議題といたし

ます。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（宮田辰也君） ８ページをお願いいたします。 

 議第４１号、農地の転用許可申請について。農地法第４条第１項の規定による下

記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平成２６年６月５日提

出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、申請物件、岱明町西照寺９２３－１、畑１,０３８㎡、太陽光発電施設４

９ｋｗを建設するための転用であります。 

 以上、１件、計１,０３８㎡を御提案申し上げます。申請内容を農地転用許可基

準全ての項目ごとに適合するか否を審査いたしました結果、いずれも不都合がない

ものと判断いたしましたので御提案申し上げます。地元農業委員さん同行の上、現

地調査を行なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号、担当理事の説明をお願いいたします。どうぞ、１番。 
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○１８番（荒木まつ子君） １８番、荒木です。１番の案件について説明します。 

 転用目的は、太陽光設備設置です。提案地は第２種農地で、生産性の低い農地で

す。日当たりもよく太陽光発電設備に適しているかと思います。形状も悪くて休耕

している状態で放置し、草も茂り放題、草刈りも必要で、人出もかかる思いをして

いるとき、太陽光発電設備の営業を受け、本件のような形状地でも適したプランが

できると聞き決定しました。 

 転用面積は１,０３８㎡、パネル４９ｋｗ２５６枚、給水なし、排水雨水のみ敷

地隅に集水枡を設け下部水路に流す。東側隣接農地は、一番高い位置にある。西側

隣接地農地は申請人の土地であるため、被害影響なく、小作への影響もなく、現地

調査の結果、許可相当と判断しました。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので採決に移ります。農地法第４条、農地の転用

許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定することに異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第４１号については、許可相当と意

見決定することに決定しました。 

 次に、議第４２号、農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題といたし

ます。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（宮田辰也君） ９ページをお願いします。 

 議第４２号、農地の転用許可申請について。農地法第５条第１項の規定による下

記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平成２６年６月５日提

出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、申請物件、山田１７０３－１、畑８１㎡外１件、計４２８㎡、個人住宅及

び通路による転用であります。 

 ２番、申請物件、滑石１５２８、畑３２６㎡、個人住宅による転用であります。 

 ３番、申請物件、伊倉北方１５０３－１、畑９５９㎡のうち６６７㎡、太陽光発

電施設４９.９２ｋｗの転用であります。 

 ４番、申請物件、伊倉北方１５０３－１、畑９５９㎡のうち２９１㎡、これも太

陽光発電施設２５.６０ｋｗの転用であります。 

 ５番、申請物件、伊倉北方２３８、田１,８２６㎡、これも太陽光発電施設の９
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７.９２ｋｗの転用であります。 

 ６番、申請物件、寺田１３５７－１、畑２,１６７㎡のうち１,０８２㎡、これも

太陽光発電施設４９.５０ｋｗの転用であります。 

 ７番、申請物件、寺田１３５７－１、畑２,１６４㎡の内の１,０８２㎡、これも

太陽光発電施設４９.５０ｋｗの転用であります。 

 １１ページをお願いします。 

 ８番、申請物件、上小田４０２－３、田３８７㎡外１件、計６５１㎡、水路とし

ての転用であります。 

 ９番、申請物件、富尾６４７－１、田５０６㎡、資材置場及び駐車場としての転

用であります。 

 １０番、申請物件、富尾９７８－１、畑３０８㎡、個人住宅による転用でありま

す。 

 １１番、申請物件、岱明町西照寺９２５－２、畑１４７㎡外１件、計１９４㎡、

通路としての転用であります。 

 １２ページをお願いします。 

 １２番、申請物件、岱明町高道２２２０－１、田４７５㎡、貸駐車場及び通路と

しての転用であります。これは１２番と１３番、１４番は関連しております。 

 １３番、申請物件、岱明町高道２２２１－１、田９８２㎡、貸駐車場及び通路の

転用であります。 

 １４番、申請物件、岱明町高道２２２２－１、田９７２㎡、貸店舗としての転用

であります。これはべんとうのヒライさんだったですかね、されるということです。 

 計１４件、合計９,７９０㎡を御提案申し上げます。 

 申請内容を農地転用許可基準全ての項目ごとに適合するか否か審査いたしました

結果、いずれも不都合がないものと判断いたしましたので御提案申し上げます。地

元委員さん同行の上、現地調査を行なっておりますので、どうぞ御審議よろしくお

願いします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より順に担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○４番（西川英文君） ４番、西川です。１番の案件につきまして御説明いたします。 

 この案件は、住宅地の中にある農地で、宅地用に３分割された部分の一つです。

あとの二つは以前の総会でここで許可を受けておりますし、今度の転用もそれと同

じ条件の中での転用でございますので、何ら問題なく許可相当と判断いたしました。

以上です。 
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○議長（東 令佐君） 次、２番、どうぞ。 

○５番（井上清晴君） ５番の井上です。譲受人は、現在アパートにお住まいであり、

今回、申請地、個人住宅を建てるつもりです。 

 申請地は、近隣住宅化された地区であり、また、周辺状況については、北側は市

道、東側、西側は宅地となっております。南側は他人所有の農地になってますが、

境にはブロックで擁壁をし、土砂の流出を防ぎ、措置を行なわれるため、営農条件

に支障はないものと思われます。給水については、市の上水道が通っており、生活

排水については、合併浄化槽で処理し、側溝に排水を流す計画です。雨水について

は、浸透枡を設置し、雨水を側溝に流します。現地調査の結果、本件は許可相当と

判断いたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、３番から５番まで委員さんが同じでございますので、続け

てどうぞ。 

○１２番（坂西孝之君） はい、１２番、坂西です。太陽光発電設置ということでござ

いまして、農地は生産性の低い第２種農地になっております。３番の案件ですけれ

ども、４９.９２ｋｗですか、これの３２枚ということです。 

 ４番の案件も同じ用地内でございますので続けていきますけども、３番、４番の

案件が２５.６０ｋｗの１６０枚、両方の３番、４番でですね、残地といいますか、

これはほとんどございませんので、以前、最近になって残地のちょっと多かていう

問題が出てまいりましたけども、これはないと思いますので十分だと思います。雨

水は自然浸透と雨水枡を利用し、北側と東側にある用水路に排水するということで、

問題はなく、許可相当と思われます。 

 それから５番ですけれども、ここもかなり生産性の低い第２種農地となっており

ます。ここは９７.９２ｋｗですか、これの３８４枚ですね、これも自然浸透と雨

水枡を設置し、東側の用水に雨水枡を設け、そこに流し込むということで、何ら問

題はなく、許可相当と思われます。以上です。 

○議長（東 令佐君） ６番と７番が担当委員さんが同じでございますので、続けてど

うぞ。 

○１４番（森川正志君） １４番、森川です。この案件はですね、親子関係でありまし

て、同じ畑地に設置される太陽光発電施設です。請人の方はですね、これは兄弟で

二分にするということで、全体で６５０枚の９８.８ｋｗの出力のある太陽光発電

です。なにしろ改田といいますか、畑を転用して田ん中にしていましたけれども、

なにせ良い稲作がでけんもんだけん、この際ということで太陽光を設置されるとい

うことを伺いました。 

 見た感じ、その地区は全然近隣に住居もなく、北側には１軒ですね、新しい家が
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建ちましたけれども、何ら問題ないと思いまして許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、８番、どうぞ。 

○１６番（田辺信之君） １６番の田辺です。８番を説明する前に、さっき話しておき

ました１ページの２番ですね、これと関連しまして、昨年１０月ですね、この五葉

フーズさんですかね、ここから申請にあがっていた工場のですね、排水を、下のほ

うの市道の側溝では排水量が足らないということで、８０ｍ先の大きか水路を新設

するということです。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、９番と１０番、続けてどうぞ。 

○２番（取本一則君） ２番、取本です。申請者は、個人の鉄工所を経営されておりま

して、隣接の市道、道路はちょっと幅員が狭く、そこで資材の搬入とか積み下ろし

を行なっておられて、交通に支障をきたすということで、隣接地の土地を求められ

たようでございます。隣接する土地は現在田んぼでございますけど、そこに山砂を

今、鉄工所と同じくらいの高さまで、２０㎝から３０㎝ぐらい盛土しまして、車両

の搬入と資材置場で利用するということです。南側に大きい水路がありますけど、

そこには土砂が流れないように、流出しないように土留めを行なうということでご

ざいます。何ら問題なく、許可相当と判断いたしました。 

 １０番につきましては、玉名バイパスの富尾の北側のバイパスに隣接した土地で

ございまして、文化財の区域に入っておりまして、本人さんが１ｍぐらいカットす

ると、下げるということで、文化財のほうでちょっと試掘をやるということでござ

います。試掘が終わって、何もなければすぐ許可が下りると、文化財のほうはＯＫ

ということでございます。周囲には、カットしたあとには擁壁で土留めをして、給

水については、前面に通っております上水道で賄って、下水につきましては、合併

浄化槽を設置しまして、前面の側溝に流出ということでございます。何ら問題なく

許可相当と判断いたしております。 

○議長（東 令佐君） 次、１１番、どうぞ。 

○１８番（荒木まつ子君） １８番、荒木です。１１番の案件について説明します。 

 この案件は８ページの１番と関連するものです。第２種農地で生産性の低い農地

です。転用面積は１９４㎡、太陽光発電設備を設置するうえに、敷地への管理通路

として絶対に必要な土地です。近隣への農地、小作への影響もなく、現地調査の結

果、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） １２、１３、１４番、続けてどうぞ。 

○２３番（德井勝美君） ２３番、德井です。先ほど農地転用許可ということで、２番

のときに関連ということで、１２番、１３番、１４番について説明いたします。 

 これが３筆、トータルの２,４２９㎡を、そのうちの１,４５７㎡が通路兼駐車場、
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９７２㎡が貸店舗を建設するということです。道路兼駐車場、隣接地に建設される

弁当・惣菜の製造販売業者の駐車場ということで利用するということです。転用す

ることによって、付近の土地や作物に被害を及ぼす恐れは、現地調査の結果ありま

せんでした。給排水計画については、市の上下水道を利用するということで言われ

ております。それと建設工事の際には、迷惑のかからないように注意をしていくと

いうことです。現地調査の結果、問題はないということで、許可相当と思います。

以上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので採決に移ります。農地法第５条、農地の転用

許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定することに異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい、異議がないものと認め、議第４２号については、許可相

当と意見決定することに決定しました。 

 次に、議第４３号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（宮田辰也君） １３ページをお願いします。 

 議第４３号、農地利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項により平成２６年農用地利用集積計画（案）による利用権の設定等に

ついて次のとおり意見決定するものとする。平成２６年６月５日提出、玉名市農

業委員会会長、東令佐。 

 別紙、農用地利用集積計画案のとおり、玉名市長より意見決定を求められてお

ります。１４ページから２６ページまでの１３８件の集積でございます。 

 ２６ページをお願いします。 

 所有権移転９件、２万１,５７１㎡、利用権設定１２９件、３３万７,１１２㎡、

合計の１３８件の３５万８,６８３㎡の集積でございます。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たすものと考え、御提案

申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 事務局の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので採決に移ります。 
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 農用地利用集積計画の決定について、原案どおり意見決定することに異議のない

方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第４３号については、原案どおり意

見決定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（東 令佐君） 次に、報告第１４号から報告第１５号を一括して事務局より説

明をお願いいたします。 

○事務局長（宮田辰也君） ２７ページをお願いします。 

 報告第１４号、農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条

第６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理して

おりますので御報告いたします。平成２６年６月５日提出、玉名市農業委員会会

長、東令佐。 

 今回は１８件の解約の通知を受理しております。 

 続きまして、３２ページをお願いいたします。 

 報告第１５号、農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届があってお

りますので報告します。平成２６年６月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令

佐。 

 今回は、２件の届けを受理しております。盛土と柵との変更でございます。以

上であります。 

○議長（東 令佐君） 事務局より一括して報告がありました。 

 質問などございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） 質問もないようですので、本日予定しておりました議案審議と

報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．その他 

○議長（東 令佐君） 次にその他に移ります。その他、何かございませんか。 

（なしの声） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

７．閉 会 

○議長（東 令佐君） 慎重なる審議誠にありがとうございました。 

 これをもちまして農業委員会総会を閉会いたします。 
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 どうもお疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時０３分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

平成２６年６月５日 
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